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2020年 4月から 2020年１２月までの AOAの主な活動について報告します。 

2020 年 

4 月 16 日 

2020 年 第 2 回 AOA 理事会 (書面) 

➢ 2019 年度の活動報告 

➢ 2019 年度決算の承認 

➢ 2020 年度の各種イベントの対応（意見交換）  

➢ 今次 2 か年のマイクロインシュランス活動（意見交換） 

2020 年 

6 月 22 日 

ICMIF/AOA 共催ウェビナー 

➢ テーマ：「アジア・オセアニアの協同組合／相互扶助セクターは新型コロナウ

ィルスにどう対応しているのか」 

ICMIF と AOA は、アジア・オセアニア地域の会員 3 団体による新型コロナウィ

ルスのパンデミックへの対応を多くの会員と共有するためにウエビナーを共催

で開催しました。同ウエビナーでは、我々のセクターがどのように会員である

保険契約者を支援し、職員の安全と事業の継続性を確保し、また、コミュニテ

ィとより広い社会を支援しているのかについて、さまざまな取り組み事例が紹

介されました。７か国から約１００人の参加登録がありました。 

⚫ Noel Raboy 氏, CLIMBS の社長兼最高経営責任者（フィリピン）  

⚫ Martin Stokes 氏,  MAS の最高経営責任者（ニュージーランド）  

⚫ Melina Morrison 氏,  BCCM の最高経営責任者 （オーストラリア） 

2020 年 

11 月 

AOA 活動に関する会員アンケート  

新型コロナウィルスの感染蔓延が収束しない中で、2021年度の単年度活動計画を

策定するにあたり、会員の意見や要望を調査しました。 

2020 年 

11 月 26 日 

 

2020 年 第 3 回 AOA 理事会 (書面) 

➢ 2020 年度活動報告と予算の進捗状況報告 

➢ 2021 年度活動計画および経費予算 

➢ 臨時総会の開催および提出議案 

2020 年 2020 年 AOA 臨時総会(書面) 
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12 月 22 日 新型コロナウィルスによるパンデミックの影響をうけて、下記のついての決議を行

うため書面にて臨時開催した。 

 

➢ 2021年度にかかる年会費の減額 

2021 年度の年会費について、会員カテゴリーに関係なく一律５０％減額する 

➢ 規約の変更 

理事会や総会において署名入りの議決権行使書以外に、会長が承認すれば事務

局が指定する電子媒体によって議決権行使を可能とするために規約を変更する 

 


